
サテライトオフィスとして客室を提供できる
区部の宿泊施設を募集します！

東京都では、テレワークを推進し、都心への人流を抑制するため、区部の宿泊施設の客室を
確保し、希望者にサテライトオフィスとして安価で提供する事業を実施しています。このたび、
令和４年１月から３月の期間で本事業にご協力いただける宿泊施設を募集します。

６ 受付期間

・都内の「旅館・ホテル」又は「簡易宿所」であること。
・以下のいずれかの区に所在する施設であること。

墨田区、江東区、目黒区、大田区、世田谷区、中野区、杉並区、北区、荒川区、板橋区、
練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区

・期間中、１日あたり５室程度の客室数を提供可能なこと。
・各客室に無料Wi-Fi通信環境やデスクチェアセット等テレワーク可能な環境が整備されていること。
・借上げ期間中にテレワーク利用者向けプラン(１日１室6,000円(税込)以内)を設定できること。
また、設定したプランを利用者に1,000円(税込)で提供すること。
(設定価格と1,000円との差額は都の負担とする)

・利用者の申込についてオンラインでの対応が可能なこと。
・「HOTEL WORK TOKYO」及び「TOKYO テレワークアプリ」に登録しているまたは登録申請を
行っていること

５ 借上げ期間(予定)
令和４年１月11日（火)～３月18日(金）

※問い合わせは、メールでお願いいたします。

７ 応募方法
下記のメールアドレスへ申込様式に必要事項を記載の上、送付してください。

・利用者の確認や実績報告などにご協力をいただきます。（詳細は裏面Ⅱを参照）
・都での審査後、ご協力いただくことが決定した宿泊施設は、東京都のウェブサイト等で公表します。

３ 運営上の留意点

４ 借上げ料について
・宿泊施設から提案のあった額をベースとして、必要に応じ協議の上決定します。
・テレワーク利用の実績に応じて相当額をお支払いします。

令和３年12月15日(水)～22日(水) 12時（正午）まで

【送付先】 産業労働局観光部受入環境課 S0290603@section.metro.tokyo.jp

Ⅰ 募集内容

≪主な記載内容≫ 詳細は募集要領をご確認ください。

８ 今後の予定
サテライトオフィスとしての利用開始 令和４年１月１1日(火)開始予定

２ 宿泊施設の主な要件

１ 実施規模 １日あたり計１００室程度

募集要領・様式類 https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/tourism/kakusyu/telework-kubu/

【問い合わせ先】
産業労働局 観光部 受入環境課
電話 03-5320-5984

別紙２

mailto:S0290603@section.metro.tokyo.jp
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/tourism/kakusyu/


※注 利用同意書の扱いについて
本事業で提供する宿泊施設での勤務について、ご所属の企業等で承諾されているか確認いたします。
・利用者が個人事業主の場合、会社役員(非常勤)の場合不要
・利用同意書は紙媒体だけでなく上長や人事担当者からのメールの写しやスマートフォン画面の提示などでも可。
・上長や人事担当者の署名は電子署名、電子印鑑でも可
その他のFAQはURL参照。https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/tourism/kakusyu/telework-kubu

Ⅱ 事業の全体フロー

https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/tourism/kakusyu/telework-tama/
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